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船舶事故調査報告書 

 

                             令和７年１１月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  伊 藤 裕 康（部会長） 

                         委   員  上 野 道 雄 

                         委   員  高 橋 明 子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和５年２月２日 １９時２９分頃 

発生場所 来島海峡西口付近 

来島梶
かじ

取
とり

鼻
はな

灯台から真方位０００°２.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°０９.３′ 東経１３２°５３.５′） 

事故の概要 貨物船せいりゅうは、北東進中、また、貨物船幸
こう

栄
えい

丸は、西進中、

両船が衝突した。 

せいりゅうは、船長が死亡し、航海士１人が行方不明となり、別の

航海士１人が負傷し、右舷船首部外板に破口等を生じて沈没し、ま

た、幸栄丸は、船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過 令和５年２月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 貨物船 せいりゅう、７１６トン 

１３５５７６、株式会社スモールアイランド、盛徳海運建設株

式会社（Ａ社） 

７３.５６ｍ×１４.６０ｍ×８.０６ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成９年３月 

Ｂ 貨物船 幸栄丸、４９９トン 

１４１６３５、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機

構、有限会社幸栄海運（Ｂ社）、新日本近海汽船株式会社（船

舶借入人） 

７４.３２ｍ×１２.５０ｍ×７.１０ｍ、鋼 

ディーゼル機関、７３５kＷ、平成２４年１月１１日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ６３歳 

三級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 昭和５６年３月１１日 

免 状 交 付 年 月 日 令和４年６月１０日 

免状有効期間満了日 令和９年６月１１日 

航海士Ａ₁ ２４歳 

航海士Ａ₂ ６１歳 

航海士Ａ₃ ５２歳 
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四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 令和３年１２月６日 

免 状 交 付 年 月 日 令和４年６月１日 

免状有効期間満了日 令和８年１２月５日 

機関士Ａ ５４歳 

Ｂ 船長Ｂ ５４歳 

四級海技士（航海） 

免 許 年 月 日 令和３年６月１５日 

免 状 交 付 年 月 日 令和３年６月１５日 

免状有効期間満了日 令和８年６月１４日 

次席船長Ｂ ２２歳 

三級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 令和３年１月１８日 

免 状 交 付 年 月 日 令和３年１月１８日 

免状有効期間満了日 令和８年１月１７日 

航海士Ｂ ５４歳 

機関長Ｂ ５６歳 

 死傷者等 Ａ 死亡 １人（船長Ａ）、行方不明 １人（航海士Ａ₁）、軽傷 １

人（航海士Ａ₂） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に破口等 

Ｂ 船首部外板に破口等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北北東、波高 約１.０ｍ、潮汐 上げ潮の末期、 

潮流（本事故発生場所付近） 北東流約０.４ノット（kn）、 

潮流（来島海峡の中水道） 南流約２.５kn 

日没時刻：１７時４０分頃 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、航海士Ａ₁、航海士Ａ₂、航海士Ａ₃及び機関士Ａ

が乗り組み、石灰石約２,２００ｔを積載し、令和５年２月２日１１

時００分頃、福山港に向け大分県津久見
つ く み

市津久見港を出港した。 

船長Ａは、１７時００分頃、愛媛県松山
まつやま

市松山港西方沖で昇橋し、

航海士Ａ₂から船橋当直を引き継ぎ、単独で船橋当直についた。 

Ａ船が、法定灯火を表示し、来島海峡航路（以下「航路」について

は「来島海峡」を省略する。）西口に向けて自動操舵で約０４０°

（真方位、以下同じ。）の針路及び約１０.５knの速力（対地速力、以

下同じ。）で航行する中、船長Ａは、ＧＰＳプロッター及び１号レー

ダーをそれぞれ作動させながら、船橋中央部で操舵装置の前に立って

見張りに当たっていた。 

航海士Ａ₃は、来島海峡を航行した経験が少なかったので船長Ａか

ら学ぶ目的で昇橋し、船橋の左舷側後部に立ち、船長Ａの操船、来島
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海峡における船舶の往来状況等の見学を始めた。 

（図１ 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船の船橋の配置状況（概略） 

 

Ａ船は、航路を南流時に東進する場合、できる限り航路の北側とな

る愛媛県今治
いまばり

市大
おお

下
げ

島側に近寄って航行する必要があったので、同航

路西口から入航した後、船長Ａは、１９時１２分頃、来島梶取鼻灯台

から２５２°１.３Ｍ付近でＡ船を左転させ、針路を航路西口の北側

に向く約０２５°とした。 

Ａ船が来島梶取鼻灯台から３３５°１.３Ｍ付近に至った１９時 

２２分頃、船長Ａは、海上交通センター（以下「来島マーチス」とい

う。）から国際ＶＨＦ無線電話装置（以下「国際ＶＨＦ」という。）

で、現針路ではＢ船と衝突するおそれがあるとの情報提供を受け、Ａ

船の進路を横切る態勢で接近しているＢ船を目視で認めたものの、同

じ針路及び速力を維持した。 

船長Ａは、１９時２７分頃、来島マーチスから互い（Ａ船及びＢ

船）に接近に注意との警告を受けたが、Ｂ船が左転しないで接近して

くるのを認めた。 

航海士Ａ₃は、Ｂ船の後方を西方に向けて航行していた他船が航路

西口を出てすぐに左転している状況を認める中、船長Ａが、左転しな

いＢ船を見ながら、「曲げる気がない」と言っているのを聞いた。 

船長Ａは、１９時２８分頃、再び来島マーチスから互いにこれ以上

接近しないようにとの勧告を受けた。このため、来島マーチスに対し

右舵一杯を取る旨の応答をするとともに、自動操舵から手動操舵に切

り換えて右舵一杯を取った。それとほぼ同時にＢ船が左転を始めたの

で、左舵一杯を取ったものの、今度はＢ船が右転を始め、１９時２９

分頃、Ａ船の右舷船首部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ａ船は、右舷船首部にＢ船の船首部が衝突した状態で、船首部が沈

み始めるとともに左舷側に傾き始め、約１０分後、右舷船首部からＢ

船の船首部が離れて左舷側から転覆し、２０時５４分頃に沈没した。 

航海士Ａ₂、航海士Ａ₃及び機関士Ａは、転覆した際に海上に投げ出

され、航海士Ａ₃がＡ船の船底部分にしがみついているところを、機

２号レーダー 

１号レーダー 

操舵装置 

ＧＰＳプロッター 

機関操縦盤 

国際ＶＨＦ無線装置 

船長Ａ 

航海士Ａ３ 

船首方 
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関士Ａが海に浮いているところをそれぞれＢ船に救助され、その後、

航海士Ａ₂が海に浮いているところを来援した海上保安庁の巡視艇に

救助された。そして、病院に搬送され、航海士Ａ₃及び機関士Ａは、

体の異状は認められなかったが、航海士Ａ₂は低体温症と診断されて

約１週間入院した。 

船長Ａは、海上保安庁の巡視船及び航空機、海上自衛隊の艦船、警

察艇、消防艇、漁船等の捜索により、６日０７時０３分頃に沈没した

Ａ船の船内で発見され、その後、医師により、死因が溺死、死亡推定

時刻が２日２０時５４分頃と検案された。 

航海士Ａ₁は、行方不明となった。 

Ｂ船は、船長Ｂ、次席船長Ｂ、航海士Ｂ及び機関長Ｂが乗り組み、

空船で、１０時３０分頃、山口県岩国
いわくに

港に向け兵庫県東播磨
ひがしはりま

港を出港

した。 

船長Ｂは、１６時００分頃、香川県多度津
た ど つ

町二
ふた

面
おもて

島北西方沖で昇

橋し、航海士Ｂから船橋当直を引き継ぎ、単独で船橋当直についた。 

船長Ｂは、１号レーダーを３Ｍレンジとし、また、２号レーダーを

６Ｍレンジとして、操舵室中央部で操舵装置の前に立って見張りに当

たり、Ｂ船は、自動操舵で法定灯火を表示して航路の南側に沿って針

路を約２６５°とし、約１１.０knの速力で航行した。 

船長Ｂは、１９時１７分頃、来島梶取鼻灯台から０４３°３.３Ｍ

付近で、左舷船首方（航路外）にＡ船の白灯２灯と緑灯を視認した。 

船長Ｂは、その後、方位変化がないままＡ船がＢ船の進路を横切る

態勢で接近しているのに気付いたが、Ｂ船が海上衝突予防法（昭和 

５２年法律第６２号）上の保持船（以下「保持船」という。）となる

位置にいるので、いずれＡ船が右転してＢ船を避けて航行していくと

思い、Ａ船に対して汽笛を鳴らすことも国際ＶＨＦで操船意図を確認

することもなかった。 

Ｂ船は、１９時２２分頃、来島梶取鼻灯台から０３０°２.６Ｍ付

近で航路西口を通過し、その後も、同じ針路及び速力のまま航行して

いたところ、次の当直者である次席船長Ｂが昇橋してきたので、船長

Ｂは、次席船長Ｂに対してＢ船が保持船になる旨を伝えた。 

船長Ｂは、その後も、操舵装置の前に立った次席船長Ｂの左隣で操

船指揮をとり続けた。（図２参照） 
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図２ Ｂ船の船橋の配置状況（概略） 

 

船長Ｂは、１９時２７分頃、Ｂ船が来島梶取鼻灯台から０１０°

２.３Ｍ付近を航行中、来島マーチスから互いに接近に注意との警告

を受けたので、次席船長Ｂに自動操舵から手動操舵に切り換えるよう

に指示した。 

船長Ｂは、１９時２８分頃、再び来島マーチスから互いにこれ以上

接近しないようにとの勧告を受けた際、右舵を取るとＡ船の船首部が

自船の左舷船側に突き刺さる恐怖を感じたので、次席船長Ｂに左舵一

杯を取らせた。それとほぼ同時にＡ船が右転を始めたので、慌てて右

舵一杯を取らせたものの、今度はＡ船が左転を始め、Ｂ船とＡ船とが

衝突した。 

船長Ｂは、船体に衝撃を感じたことから、昇橋した航海士Ｂに操船

を任せ、海上保安庁に本事故の発生を通報し、Ｂ社等に連絡した後、

航海士Ａ₃及び機関士Ａを救助した。 

Ｂ船は、海上保安庁の指示により、愛媛県小
お

部
べ

湾に漂泊し、船首部

外板に破口等を認めた後、今治市今治港に入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋）、付表３ 来島マーチスに

よる国際ＶＨＦの交信記録（抜粋）、写真１ Ｂ船（左舷側）、写真

２ Ｂ船（右舷船首側）、写真３ Ｂ船（左舷船首側） 参照） 

 その他の事項 航海士Ａ₃は、本事故時、船長ＡからＡ船が来島海峡中水道を航行

するので、航路西口の北側に向かうと聞いていた。 

航海士Ａ₃は、本事故時、船長ＡがＢ船に対して汽笛を鳴らすとこ

ろも、Ｂ船と国際ＶＨＦで交信をしているところも見なかった。 

機関士Ａは、本事故時、主機に異常はなく、衝突するまで主機の回

転数の変化は認めていなかった。 

船長Ｂは、夜間における来島海峡の航行経験が１０回以上あり、Ｂ

船には令和５年１月４日から乗り組んでいた。 

次席船長Ｂは、夜間における来島海峡の航行経験が１０回以上あ

り、Ｂ船には令和５年１月１８日から乗り組んでいた。 

船長Ｂは、これまでに国際ＶＨＦで、他船を呼び出したことがほぼ

２号レーダー 

１号レーダー 

操舵装置 

ＧＰＳプロッター 

機関操縦盤 

国際ＶＨＦ 

次席船長Ｂ 船長Ｂ 

右
舷
ウ
イ
ン
グ 

左
舷
ウ
イ
ン
グ 

船首方 
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なく、本事故時、避航船であるＡ船が回避動作をとることを願ってい

た。 

船員法（昭和２２年法律第１００号）上の船舶所有者*1であるＡ船

の機関長は、Ａ船の船員配乗事業者であり、配乗計画を立案していた

が、本事故時、自身は腰痛で下船しており、交替の機関長をＡ船に乗

り込ませておらず、そのことを運輸局及びＡ社に報告していなかっ

た。 

Ａ社の安全管理規程には、次のとおり定められていた。 

第４条 船舶による輸送の安全のため、経営トップは次に掲げる事

項について主体的に関与し、当社全体のマネジメント態勢を適切に運

営する。 

(1) 関係法令及び社内規定の遵守と安全最優先の原則の徹底 

(2) 安全方針の設定 

(3) 安全重点の策定及び確実な実行 

(4) 重大事故等に対する確実な対応 

(5) 安全マネジメント態勢を確立し、実施し、維持するために、

かつ、輸送の安全を確保するために必要な要員、情報、輸送

施設等を確実に使用できるようにすること 

(6) 安全マネジメント態勢の見直し 

（中略） 

運輸局は、内航海運業法（昭和２７年法律第１５１号）第２５条に

基づく立入検査を実施したところ、船舶所有者（船員配乗事業者）が

作成する配乗計画の安全性を確認できなかった。本事故時、Ａ船に機

関長が乗り組んでおらず、船舶職員及び小型船舶操縦者法（昭和２６

年法律第１４９号）に基づく乗組み基準を満たしていないこと等を確

認し、Ａ社の安全管理規程に違反する事実が確認されたため、内航海

運業法第２０条第１項に基づく輸送の安全の確保に関する命令を行っ

た。 

海上保安庁は、来島海峡航路西側海域の航行環境の改善を図るた

め、来島海峡を航行する船舶に対し、海上交通安全法（昭和４７年法

律第１１５号 ）第２５条第２項に基づく告示により経路を指定し

た。同告示は、令和６年７月１日に施行された。

（https://www.kaiho.mlit.go.jp/06kanku//第六管区海上保安部ＨＰ

参照） 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 
*1 船員法上の船舶所有者とは、船舶において労務の提供を受けるために船員を使用する者のことを指す。船舶の所

有権者とは必ずしも一致せず、労働基準法（昭和２２年法律第４９号）でいう「使用者」に相当する。 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、航路西口付近を北東進中、船長Ａが、Ａ船の進路を横切る

態勢で接近しているＢ船に対し、適切な見張りを継続して行っていな

かったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ａは、来島マーチスからＢ船との衝突のおそれについて情報提

供を受け、Ｂ船を視認したものの針路及び速力を維持し、その後、来

島マーチスから警告や勧告を受け、Ｂ船に対して避航動作をとったも

のと考えられる。 

船長Ａは、Ｂ船の後方を西方に向けて航行していた他船が航路西口

を出てすぐに左転しているにも関わらず、Ｂ船が左転しないのを見

て、「曲げる気がない」と言っていたことから、Ｂ船が同じ針路で航

行し続けるものと思い、衝突のおそれを感じなかった可能性があると

考えられるが、船長Ａが本事故で死亡しており、衝突に至るまでの船

長Ａの意図については明らかにすることができなかった。 

Ｂ船は、航路西口付近を西進中、船長Ｂが、左舷船首方に方位変化

がないままＢ船の進路を横切る態勢で接近するＡ船を視認した際、Ｂ

船がＡ船に対して保持船になると思い、針路及び速力を維持したこと

から、来島マーチスからＡ船を避けるよう警告や勧告を受けて避航動

作をとったものの、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

Ａ船及びＢ船は、国際ＶＨＦを装備していたものの、無線通信に 

よって互いの操船意図を確認することはなかったものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、航路西口付近において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が

西進中、船長Ａが、Ｂ船を視認していたものの、Ｂ船に対する適切な

見張りを継続して行っていなかったため、来島マーチスからＢ船を避

けるように警告や勧告を受けてから避航動作をとったものの、Ｂ船を

避けることができず、また、船長Ｂが、左舷船首方に方位変化がない

ままＢ船の進路を横切る態勢で接近するＡ船を視認した際、Ｂ船はＡ

船に対して保持船になると思い、針路及び速力を維持したため、来島

マーチスからＡ船を避けるよう警告や勧告を受けてから避航動作を 

とったものの、Ａ船を避けることができず、両船が衝突したものと考

えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船はＡ船に対して保持船になることから、いずれＡ船

が右転してＢ船を避けると思い、同じ針路及び速力を維持し続けたも

のと考えられる。 

Ａ船及びＢ船が互いに避航できなかったことについては、両船が、

早めに互いの操船意図を確認しないまま、間近になって避航動作を 

とったことによるものと考えられる。 

再発防止策 Ａ社は、本事故後、次のとおり改善措置を講じた。 

・代表取締役が安全統括者をはじめとする社内関係者で本事故等の

対応策を協議するとともに同対応策の共有を行った。 
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・安全管理規程について理解を深める時間を設けるよう指示し、社

内関係者の意識啓発を図った。 

・運航管理者が乗組員一覧等で配乗計画の妥当性を確認することと

した。 

・令和５年８月に自社船の各船員を対象に緊急時訓練等の安全教育

を行った。令和６年１２月には船員及び職員を対象に講習会を実

施した。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船橋当直者は、右舷船首方に自船の進路を横切る態勢で接近する

船舶を認めた場合、その船舶に対して目視及びレーダー等を使用

して適切な見張りを継続して行うこと。 

・船橋当直者は、左舷船首方に自船の進路を横切る態勢で接近する

船舶を認め、同船が避航する様子を見せない場合は、自船が保持

船であっても、針路を変更したり、減速したりするなど早期に衝

突を避けるための措置を採ること。 

・船橋当直者は、他船の動作に対し期待や思い込みをせず、早め

に、汽笛を鳴らすなどして注意喚起等を行ったり、国際ＶＨＦに

よる交信を通じて互いの操船意図を確認したりすること。 

・船長は、他船との見合い関係が複雑になる海域等では、航行する

際の見張りを強化すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻        

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度

（kn） 
北 緯     

（°－′－″） 

東 経      

（°－′－″） 

19:10:05 34-06-21.1 132-51-47.3 038 039 10.7 

19:11:05 34-06-29.9 132-51-55.3 035 034 10.4 

19:12:05 34-06-38.9 132-52-02.3 029 026 10.7 

19:13:05 34-06-48.5 132-52-08.3 027 026 10.7 

19:14:05 34-06-58.3 132-52-14.2 027 026 10.7 

19:15:05 34-07-07.6 132-52-20.1 028 020 10.7 

19:16:05 34-07-17.8 132-52-24.4 018 016 10.4 

19:17:05 34-07-27.5 132-52-28.4 020 018 10.4 

19:18:05 34-07-37.6 132-52-32.8 019 018 10.4 

19:19:05 34-07-47.4 132-52-37.3 022 020 10.4 

19:20:25 34-08-00.1 132-52-43.8 022 020 10.4 

19:21:15 34-08-08.4 132-52-48.1 023 020 10.5 

19:22:06 34-08-16.7 132-52-52.4 025 023 10.6 

19:23:06 34-08-26.2 132-52-58.0 025 023 10.6 

19:24:06 34-08-35.9 132-53-03.6 022 018 10.6 

19:25:06 34-08-45.7 132-53-08.4 024 022 10.6 

19:25:35 34-08-50.6 132-53-11.0 023 021 10.6 

19:26:06 34-08-55.5 132-53-13.5 023 022 10.5 

19:26:35 34-09-00.4 132-53-16.0 023 022 10.5 

19:27:06 34-09-05.3 132-53-18.7 024 025 10.4 

19:27:32 34-09-09.3 132-53-21.4 031 035 10.4 

19:28:05 34-09-13.7 132-53-25.5 044 054 10.3 

19:28:12 34-09-14.5 132-53-26.6 050 059 10.2 

19:28:16 34-09-14.9 132-53-27.2 050 064 10.2 

19:28:22 34-09-15.6 132-53-28.4 057 067 10.0 

19:28:35 34-09-16.4 132-53-30.6 067 059 10.0 

19:28:42 34-09-16.9 132-53-31.9 064 046 10.0 

19:28:45 34-09-17.1 132-53-32.3 059 036  7.6 

19:28:48 34-09-17.3 132-53-32.7 063 030  6.2 

19:28:52 34-09-17.5 132-53-32.9 039 029  5.0 

19:28:59 34-09-17.9 132-53-33.2 029 032  4.1 

19:29:05 34-09-18.2 132-53-33.3 025 036  3.6 

19:30:02 34-09-20.6 132-53-35.2 037 063  2.3 

19:30:28 34-09-21.4 132-53-35.8 038 072  1.9 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナ位置情報は、船

首から５８ｍ、船尾から１６ｍ、左舷から６ｍ、右舷から９ｍであった。また、船首方位及び

対地針路は、真方位である。 
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付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

時 刻        

（時：分：秒） 

船 位※ 
対地針路※

（°） 

船首方位※

（°） 

対地速度

(kn) 
北 緯     

（°－′－″） 

東 経      

（°－′－″） 

19:10:31 34-08-52.2 132-57-26.4 305.4 511 11.0 

19:11:31 34-08-58.3 132-57-15.5 301.6 511 10.9 

19:12:31 34-09-05.1 132-57-05.2 304.6 511 11.3 

19:13:02 34-09-08.3 132-56-58.9 302.4 511 11.5 

19:13:31 34-09-11.4 132-56-53.6 305.6 511 11.6 

19:17:01 34-09-28.8 132-56-14.2 270.2 511 10.5 

19:17:30 34-09-28.6 132-56-07.8 266.8 511 10.7 

19:18:00 34-09-28.2 132-56-01.4 264.9 511 10.8 

19:19:05 34-09-27.1 132-55-47.5 264.9 511 11.0 

19:19:30 34-09-26.7 132-55-41.7 265.5 511 11.1 

19:20:00 34-09-26.3 132-55-35.0 265.0 511 11.2 

19:20:30 34-09-25.8 132-55-28.3 265.3 511 11.2 

19:27:31 34-09-20.0 132-53-51.5 266.3 511 11.7 

19:28:01 34-09-19.6 132-53-44.2 266.6 511 11.6 

19:28:30 34-09-18.3 132-53-37.8 250.6 511 11.2 

19:29:30 34-09-19.1 132-53-37.3 048.8 511  2.0 

19:31:30 34-09-21.6 132-53-40.8 039.4 511  2.2 

19:34:00 34-09-23.8 132-53-41.9 009.8 511  0.4 

※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置であり、ＧＰＳアンテナ位置情報は、船

首から６２ｍ、船尾から１２ｍ、左舷から９ｍ、右舷から３ｍであった。また、対地針路は真

方位であり、船首方位の「511」は利用不可であることを意味している。 
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付表３ 来島マーチスによる国際ＶＨＦの交信記録（抜粋） 

時刻 送信者 受信者 交信内容 

19:05:46 
Ａ船 

来島セン

ター 

来島マーチス、来島マーチス、こちらＪＬ６５４６せいりゅうです。感度

ありますか。どうぞ。 

19:06:00 来島 

マーチス 
Ａ船 

せいりゅう、こちら来島マーチス。６６、ろくろく、どうぞ。 

19:06:20 Ａ船 

 

来島 

マーチス 

本船まもなく梶取ノ鼻となります。航路情報をお願いいたします。仕出し

が津久見、仕向けが福山です。 

19:06:33 来島 

マーチス 

Ａ船 まもなく梶取ノ鼻。ＷＳライン、まだ貴船のあと１０分先となりますの

で、以後、ＷＳラインでの通報の方お願いします。福山向け、了解しまし

た。情報、潮流、今南流２.３ノット、弱くなります。貴船、左側航行、

中水道に向かってください。反航船に注意しながら、早めに左側航行移行

お願いいたします。 

19:07:03 Ａ船 来島 

マーチス 

それでは中水道向けます。ありがとうございました。以後、十分注意いた

します。 

19:14:11 来島 

マーチス 

Ａ船 せいりゅう、こちら来島マーチス。情報、前方、右舷前方反航船 NEW 

SALING 5 という外国船が来ています。この前横切って、今から左に切りま

すか。 

19:14:24 Ａ船 来島 

マーチス 

はい、これから切ります。 

19:14:26 来島 

マーチス 

Ａ船 外国船ですので、それでは大きく分かるように動作お願いします。 

19:14:33 Ａ船 来島 

マーチス 

ありがとうございました。では次回交信まで。 

19:23:50 

 

来島 

マーチス 

Ｂ船 西口出航、幸栄丸、幸栄丸、ＪＤ３３２６、こちら来島マーチス 

19:24:02 来島 

マーチス 

 

Ｂ船 幸栄丸、幸栄丸、ＪＤ３３２６、こちら来島マーチス。 

19:27:37 来島 

マーチス 

Ａ船 

Ｂ船 

せいりゅう及びコウエイ 

警告 互いに接近注意してください。 

勧告 避けてください。こちら来島マーチス 

19:27:52 来島 

マーチス 

Ａ船 

Ｂ船 

幸栄丸及びせいりゅう、こちら来島マーチス。 

勧告 互いにこれ以上、これ以上接近しないよう、避けてください。 

19:28:17 不明  右切りますよ。右切るよ。 

19:28:35 来島 

マーチス 

Ａ船 

Ｂ船 

（録音されておらず）互いに避けてください。 

衝突を避けてください。来島マーチス。 

19:29:42 来島 

マーチス 

Ａ船 

 

せいりゅう、せいりゅう、こちら来島マーチス。 

Ａ船 来島 

マーチス 

はい、こちら（聞き取れず） 

19:30:04 来島 

マーチス 

Ａ船 確認です。出航した幸栄丸と接触はありましたか。 
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19:30:10 Ａ船 来島 

マーチス 

はい、ありました。 

19:30:12 来島 

マーチス 

Ａ船 まず確認です。船体はどのような状況でしょう。浸水等はありますか。そ

れとけが人等はありますか。 

Ａ船 来島 

マーチス 

（聞き取れず） 

19:30:21 来島 

マーチス 

Ａ船 分かりました。船体の状況とそれから乗組員のけがの状況等が分かりまし

たらすぐにこちらに一報お願いします。 
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写真１ Ｂ船（左舷側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船（右舷船首側） 
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写真３ Ｂ船（左舷船首側） 

 

 


